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選挙管理委員会

O石川海区漁業調整委員会委員の任期満了による一般選

挙の執行

O石川海区漁業調整委員会委員選挙の選挙長及び選挙長

職務代理者の選任

次

石川海区漁業調整委員会委員選挙選挙長

O石川海区漁業調整委員会委員選挙における候補者の届

出又は推薦届出の受理その他の事務を行う場所

選挙管理委員会

石川県選挙管理委員会告示第69号

漁業法(昭和24年法律第267号)第94条において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第33条第 1項の規定

により、平成28年 8月 3日に石川海区漁業調整委員会委員の任期満了による一般選挙を行う。

選挙すべき委員の数は 9人である。

平成28年 7月25日

石 川 県選挙管理委員会

石川県選挙管理委員会告示第70号

平成28年 8月 3日執行の石川海区、漁業調整委員会委員選挙において、漁業法(昭和24年法律第267号)第94条にお

いて準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第75条第 3項の規定により選挙長を、漁業法施行令(昭和25年政

令第30号)第 9条において準用する公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第80条第 1項の規定によりその職務を

代理すべき者をそれぞれ次のとおり選任したので、漁業法施行令第 9条において準用する公職選挙法施行令第81条の

規定により告示する。

平成28年 7月25日

選 挙

住所

石川県金沢市金石北 2丁目 13番38号

長

氏名

筆 幸友

石 川 県選挙管理委 員 会

選挙長の職務を代理すべき者

住 所 | 氏名

石川県金沢市専光寺町ツ44番地| 演田博美

石川海区漁業調整委員会委員選挙選挙長

石川海区漁業調整委員会委員選挙選挙長告示第 1号

平成28年 8月 3日執行の石川海区漁業調整委員会委員選挙における候補者の届出又は推薦届出の受理その他の事務

は、次の場所において行う。

平成28年 7月25日

石川海区漁業調整委員会委員選挙

選挙長筆 幸 友
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期 日 場 所

石川県金沢市鞍月 1丁 目1番地
平成 28年 7月 25日

石川県庁 石川県選挙管理委員会室(行政庁舎 5階)

石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地
平成28年 7月26日以降

石川県庁 総務部市町支援課 (行政庁舎 5階)

( 1箇月 2，350円送料とも) 発行人 干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県
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